
無
線
従
事
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
無
線
従
事
者
規
則

（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
四
十
六
条

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
一
号
様
式
の
申
請
書

［
同
上
］

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
無
線
従
事
者
の
免
許
を
受
け
て
い
た
者
が
、
当

該
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
後
に
再
免
許
の
申
請
を
行
う
と
き
は
、
第
一
号
（
そ

の
後
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
を
除
く
。）
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の

書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

（
略
）

（
免
許
証
の
交
付
）

（
免
許
証
の
交
付
）

第
四
十
七
条

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
別

［
同
上
］

表
第
十
三
号
様
式
の
免
許
証
を
交
付
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
無
線
設
備
の
操
作
に

［
新
設
］

関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
向
上
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条

削
除

［
同
上
］

第
四
十
九
条

削
除

［
同
上
］

000673
タイプライターテキスト
別添１

000673
長方形
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